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※日頃からの相談
（＠在籍校）

日頃から在籍校と保護者は児童・生徒の
様子について連絡連携し、共通理解を
持っている。

担任、校内委員会等で
理解・対応を検討。

　学校に相談する。
「教育相談」としてかかわっている
場合等は、必要に応じて参加す
る。

（１）事前相談
（＠在籍校）

児童・生徒の様子に応じて、支援学級利
用について検討を始める。 　学校に相談する。

「教育相談」としてかかわっている
場合は、必要に応じて参加する。

入級相談の流れや、医療機関の資
料について説明の必要がある場合
に、学校の要請を受けて参加する。

必要に応じて見学・体験を繰り返し、事前
相談での検討を重ねる。

（２）見学・体験入級
（＠通級）

支援教室の見学・体験入級を通して、支
援教室利用の適切さについて考える。

見学・体験入級を受け入れる。支
援教室について保護者に説明、児
童・生徒の行動観察も行う。

保護者の希望を受け、
日程調整。

見学・体験入級の希望を在籍校に
申し出る。
児童・生徒は体験入級を、保護者
は必要に応じて見学を行う。

「教育相談」としてかかわっている
場合は、原則として体験入級に同
行する。

※（２）を（３）の後に行う場合もある。

（３）入級相談申込み 事前相談の成果や体験入級の様子を受
け、保護者の判断で入級相談票を提出す
る。

受　理
在籍校より様式を受け取り、入級
相談票(様式 入-１)の表面（保護
者記入(3)）に記入、在籍校に提出
する。

（４）入級相談票提出
学校長が署名し、学校
教育課に提出する。 受　理

（５）資料提供依頼
体験入級時の行動観察
記録を作成する。

担任を含む校内委員会で実
態把握票(様式 実１～６)を作
成する。

①医師診察記録(様式３)、②知
能検査等結果の依頼を受け取り、
医療機関に持参する。

医療機関等の検査結果がない場
合、知能検査等を実施し、知能検
査等結果を作成する。

資料提供を依頼する。

（６）資料の提出、とりまと
め

※取りまとめた資料の内容を踏まえ、委員
会審議につなげる妥当性について検討、
共通理解する。

体験入級時の行動観察
記録を提出する。

実態把握票を提出する。
医療機関から①医師診察記録、
②知能検査等結果を受け取り、提
出する。

知能検査等結果（医療機関等の知
能検査結果等がない場合）を提出
する。

資料をとりまとめる。

（７）保護者に資料を確認
してもらう。

保護者に資料を確認してもらい、①入級相
談委員会への提出、②入級後の在籍校へ
の送付の２点について同意をいただく。

説明を聞き、入級相談票の
裏面（保護者記入(7)）に署
名する。

知能検査等を実施した場合は同席
し、検査結果について保護者と在
籍校に説明する。

必要な場合は同席する。

（９）入級相談委員会での審
議

体験入級時の様子について説
明する。

在籍校での様子について説
明する。(実態把握票)

「教育相談」としてかかわっている
場合は、補足説明する。

概要の説明。
医療機関の資料の説明。

・委員会の招集、運営、進
行
・審議結果を教育長に報告

（９）入級相談委員会の判断
を保護者に伝え、合意形成を
図る。

結果を聞く。

入級が許可されなかった場合や、条件付
の許可(期限を設けて見直す等)の場合
は、在籍校と相談支援係が同席の上、相
談支援係より内容を伝える。

教育委員会としての
意見を伝達

（１０）入級許可書、入級相談
資料の発送

入級許可書(様式 入３-３)
の受理

発送する。

（１１）継続相談
入級相談委員会の意見として付帯事項が
付いた場合など、必要に応じて保護者・在
籍校・指導室等が協力して継続相談を行
う。

校内委員会等で支援教室の利用について検討。

医師診察記録、知能検査等結果のいずれかの提出が難しい
場合、在籍校長は理由書(様式 入-６)を作成、提出する。

保護者に資料を確認してもらい、①入級相談委員会への提
出、②入級後の在籍校への送付の２点について同意をいただ
き、入級相談票の裏面（保護者記入(7)）に署名いただく。

保護者の希望通り入級が許可された場合は、在籍校より
保護者に伝える。

入級許可通知書(様式 入３-１、２)、入級相談資料の受
理

【小学校・支援教室への入級相談の流れ】 保護者、在籍校、教育委員会（学校教育課）が行うこと

（小６の中学校への
入級希望の場合を除く）

在籍校 保護者
児童・生徒

学校教育課

◎「委員長承認」
(1)在籍校が通級による指導が

児童・生徒の成長につながると判断

していること。

(2)医師の診察記録及び知能検査結果の資

料が揃っており、入級を支持する内容であり、

かつ知能検査結果が狭義の平均の範囲

（IQ85）以上であること。

の２つの条件を満たしている場合には、委員

長の承認を経て（９）に進み、事後に（８）で報告。

保護者が既に任意で在籍校に提供している医療機関の資料を使う
場合は、在籍校から保護者に了解を得る。

入級相談を進める必要性、妥当性について共通理解を図る。
必要に応じて、固定学級等へ

の転学の可能性についても検

討する。

合 意 形 成 （ 1 2 月 ま で を 目 標 に ）

合 意 形 成

入級相談委員会の審議につなげる必要性、妥当性について共通理解を図る。必要に応じて、固定学級等への転

学の可能性についても検討する。

合意形成によって、転学相談

として継続する場合もある。

必要に応じて、校長の方針の下、委員長の判断により
委員以外の教職員等が参加することができる。

※医療機関は予約か

ら受診までに時間がか

かることに留意


